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物価高騰対応重点支援給付金（低所得者支援及び定額減税を補足する給付）給付事

業について 

 

１．概要 

国のデフレ完全脱却のための総合経済対策に基づき実施する「定額減税」に併せて、

低所得者支援及び定額減税を補足する給付（「令和６年度住民税非課税化給付・均等割

のみ課税化給付」、「令和６年度住民税非課税化給付・均等割のみ課税化給付子ども加

算」、「定額減税調整給付」）を実施することとなりました。 

今回、そのための予算について、令和６年度一般会計補正予算（第１号）に計上する

ものです。 

 

２．「定額減税」について 

賃金上昇が物価高に追いついていない国民の負担を緩和するための一時的な措置とし

て、国民の可処分所得を直接的に下支えする所得税・個人住民税の減税を行います。 

（１）概要 

  定額減税額 

  ・令和６年所得税分      ：３万円×減税対象人数 

  ・令和６年度個人住民税所得割分：１万円×減税対象人数 

  （減税対象人数：本人＋同一生計の配偶者＋扶養親族（１６歳未満の者を含みます。）） 

（２）対象世帯 

  令和６年１月１日現在において、本市に住民登録をしている者のうち、所得税又は住

民税所得割が課税される者 

 

３．「令和６年度住民税非課税化給付・均等割のみ課税化給付」について 

令和５年度に実施した住民税非課税世帯及び住民税均等割のみ課税世帯の給付の対

象とならなかった世帯のうち、令和６年度において、新たに住民税均等割非課税世帯

又は住民税均等割のみ課税世帯となった世帯に対して、給付金を支給します。 

（１）給付額 １世帯当たり１０万円 

（２）対象世帯 

ア．新たに令和６年度住民税均等割の非課税者のみで構成される世帯の世帯主 

イ．新たに令和６年度住民税所得割（減税前）が課せられていない者のみで構成され

る世帯（上記アを除きます。）の世帯主 

（３）対象世帯数 約７０世帯 
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４．「令和６年度住民税非課税化給付・均等割のみ課税化給付子ども加算」について 

令和５年度に実施した住民税非課税世帯及び住民税均等割のみ課税世帯の給付の対象

とならなかった世帯が、令和６年度において、新たに住民税均等割非課税世帯又は住民

税均等割のみ課税世帯となった世帯に属する児童に対して、給付金を支給します。 

（１）給付額 児童一人当たり５万円 

（２）対象児童 ３の給付対象世帯と同一世帯となっている１８歳以下（１８歳に達する

日以降最初の３月３１日まで）の児童 

（３）対象児童数 約１０人 

 

５．「定額減税調整給付」について 

  定額減税（所得税３万円、住民税１万円）の減税のうち、減税し切れないと見込まれ

る所得税・住民税の納税義務者に対して、給付金を支給します。 

（１）給付額 定額減税（所得税３万円、住民税１万円）の減税のうち、減税し切れない

額を１万円単位に切り上げて給付 

   例：本人、配偶者、子どもの合計３人世帯の場合 

（所得税分） 

所得税額４５，０００円－３万円×３人（減税対象人数）＝△４５，０００円 

  （住民税所得割分） 

      税額４５，０００円－１万円×３人（減税対象人数）＝ １５，０００円 

【減税しきれない額】 

４５，０００円＋０円＝４５，０００円 

≒５万円（１万円単位に切上げ）支給額 

  

（２）対象者 定額減税の可能額が、令和６年分推計所得税額（令和５年分所得税額）又

は令和６年度分個人住民税所得割額を上回る者 

（３）対象人数 約１９，０００人（扶養親族を含みます。） 

 

※３から５までの給付金に係る対象人数、世帯数等は、本事業の実施に係る財源として活

用する物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金における国が本市へ概算配分する交付

金額の算出に用いた令和４年度市町村税課税状況等の数値を勘案した見込数です。 

 

６．予算及び財源 

  ３から５までの事業に要する経費として４億２，１７７万８千円（国庫補助金１０／

１０）の補正予算を計上します。 

（事業費：３億８，７５０万円、事務費：３，４２７万８千円） 
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７．給付スケジュール 

定額減税において必要となる令和６年度個人住民税が令和６年６月に賦課決定される

ことから、給付時期については、いずれも同年夏以降に順次開始する予定です。 

 

８．その他 

本事業及び本市の令和５年度一般会計補正予算（第８号）に計上し、現在実施してい

る住民税均等割のみ課税世帯分及び低所得者の子育て世帯加算に係る給付事業について

は、物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金（給付金・定額減税一体支援枠分）とし

て、国から一体措置されています。 

このことから、令和５年度一般会計補正予算（第８号）に計上した当該交付金のうち、 

余剰分については令和６年度に実施する本事業の財源として活用する必要があるため、

令和５年度一般会計補正予算（第１０号）で繰越明許費の増額補正を行います。 
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名張市市税条例の一部改正について 

 

１．改正の趣旨及び背景 

地方税法等の一部改正に伴い、令和６年能登半島地震災害の被災者の負担の軽減を図

るため個人住民税の特例措置を講ずるほか、現下の経済情勢等を踏まえ、令和６年度分 

の個人市民税の特別税額控除を実施する等のため、所要の改正を行おうとするものです。 

 

２．改正の内容 

（１）令和６年能登半島地震災害により住宅、家財等の資産について損失が生じたときは、 

令和５年分所得に基づく令和６年度分の個人住民税において、その損失額を雑損控除

の適用の対象とすることを選択することができる特例を設けます。 

（２）令和６年度の個人市民税に限り、前年の合計所得金額が１，８０５万円以下の納税

義務者を対象として、所得割の額から特別税額控除額を控除する規定のほか、関係規

定を整備します。 

（３）新築の認定長期優良住宅のうち区分所有に係る住宅について、固定資産税の減額措 

置に係る申告書の提出がない場合でも、一定の要件に該当すると認められるときには、

当該減額措置を適用することができることとする規定を設けます。 

 また、再生可能エネルギー発電設備（一定のバイオマス発電設備）に係る課税標準

の特例措置及び居心地が良く歩きたくなるまちなか創出のための課税標準の特例措置

（わがまち特例）の割合を定める規定を設けます。 

（４）その他所要の改正を行います。 

 

３．施行期日 

令和６年４月１日（一部規定については、公布の日、令和７年４月１日又は公益信託

に関する法律（令和６年法律第  号）の施行の日）から施行します。 
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名張市国民健康保険税条例の一部改正について 

 

１．改正の趣旨及び背景 

地方税法施行令の一部改正に伴い、国民健康保険税の後期高齢者支援金等課税額の限

度額及び減額措置の基準について、所要の改正を行おうとするものです。 

 

２．改正の内容 

（１）国民健康保険税の後期高齢者支援金等課税額の限度額を２４万円（現行：２２万円）

に引き上げます。 

○課税限度額（上限額） 

区 分 令和５年度 令和６年度 

医療分 ６５０，０００円 ６５０，０００円 

後期高齢者支援金分 ２２０，０００円 ２４０，０００円 

介護分（４０歳～６４歳） １７０，０００円 １７０，０００円 

（２）国民健康保険税の減額の基準について、５割減額の対象となる所得の算定において

被保険者数に乗ずる金額を２９万５，０００円（現行：２９万円）に、２割減額の対

象となる所得の算定において被保険者数に乗ずる金額を５４万５，０００円（現行：

５３万５，０００円）に引き上げます。 

○前年中の総所得金額の基準（均等割額、平等割額に適用） 

・給与所得者等が１人以下の世帯の場合 

軽減割合 令和５年度 令和６年度 

５割軽減 
４３万円＋ 

(被保険者数×２９万円)以下 

４３万円＋ 

(被保険者数×２９．５万円)以下 

２割軽減 
４３万円＋ 

(被保険者数×５３．５万円)以下 

４３万円＋ 

(被保険者数×５４．５万円)以下 

 

・給与所得者等が２人以上の世帯の場合 

軽減割合 令和５年度 令和６年度 

５割軽減 

４３万円＋(被保険者数×２９万

円)＋１０万円 

×（給与所得者等の数－１）以下 

４３万円＋(被保険者数×２９．５

万円)＋１０万円 

×（給与所得者等の数－１）以下 

２割軽減 

４３万円＋(被保険者数×５３．５

万円)＋１０万円 

×（給与所得者等の数－１）以下 

４３万円＋(被保険者数×５４．５

万円)＋１０万円 

×（給与所得者等の数－１）以下 
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３．施行期日 

令和６年４月１日から施行します。 

 

 

7


